
 

大 会 規 定 

 

① 検量カードには、はっきりとフルネームで記入して下さい。 

  検量時に無記名の場合は、失格といたします。 

② 竿の長さは、10尺～18尺までとします。 

③ 検量は神流湖観光ボート㈱桟橋で行います。 

  ・14時までに検量カードを検量所へ提出してください。 

  ・魚に著しい損傷を与えた場合は失格といたします。 

  ・対象魚は、全へら鮒の重量といたします。 

  ・大型は35㎝以上の最大寸といたします。 

  ・フラシは各自で用意し、１フラシ１０㎏以内として下さい。 

④ 検量による順位は、大会事務局で決定し、同量の場合は大会事務局が発行する

受付順位の早い人が上位となります。 

⑤ 多数の飛び賞を用意しますので、表彰式会場に早めにご参集下さい。（準備出

来次第始めます。） 

   この時、名前を３回呼ばれても本人が現れない場合は無効とし、また代理での

受賞も認めません。 

⑥ 役員の指示に従わない場合は、失格とすることがあります。 

⑦ 各自が使用した「スノコ」は各自で片付けて下さい。 

⑧ 周囲に迷惑の掛からぬよう釣りマナーを守ってください。 

 

環境美化のためゴミは各自お持ち帰り下さい。 

 異議申し立ては、表彰式前までに「審判長」まで直接申し出て下さい。それ以降

は認めません。 


